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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家畜用飼料又はペットフード製品の旨味を改善する方法であって、前記家畜用飼料又は
ペットフード製品はアルデヒド又はケトンを生成して酸化した不飽和脂肪酸を含有し、該
方法は、存在するアルデヒド又はケトンで有機亜硫酸塩を生成するために、前記家畜用飼
料又はペットフード製品を亜硫酸水素陰イオン源に接触させることを含む、方法。
【請求項２】
　上記亜硫酸水素陰イオン源が、メタ亜硫酸水素塩種である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　上記亜硫酸水素陰イオン源が、亜硫酸水素塩水和物、亜硫酸水素アンモニウム塩、アル
カリ金属の亜硫酸水素塩、亜硫酸水素ナトリウム及び亜硫酸水素カリウムの水性溶液から
なる群から選ばれ、上記水性溶液中の亜硫酸水素陰イオンの濃度が約０．０００１～約２
０重量％である請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　上記家畜用飼料又はペットフード製品は、乾燥又は半乾燥の粒（ｋｉｂｂｌｅ）を形成
するために押出しされ、押出しの前に上記亜硫酸水素陰イオン源に接触させる請求項１～
３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　上記前記家畜用飼料又はペットフード製品は、乾燥又は半乾燥の粒（ｋｉｂｂｌｅ）を
形成するために押出しされ、押出しの後、上記亜硫酸水素陰イオン源が上記粒の表面に塗
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布される請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　押出しされた後、上記粒の表面に旨味増加成分を塗布する段階をさらに含み、上記旨味
増加成分が、ピロリン酸、ポリリン酸塩、リン酸、リン酸塩、トリポリリン酸、トリポリ
リン酸塩、ヘキサポリリン酸、ヘキサポリリン酸塩、クエン酸、クエン酸塩、酒石酸、酒
石酸塩、フマル酸、フマル酸塩、乳酸、乳酸塩、酢酸、酢酸塩、ギ酸、ギ酸塩、ヘクサミ
ン酸及びヘクサミン酸塩からなる群から選ばれる一つ以上を含む請求項４又は５に記載の
方法。
【請求項７】
　上記接触段階が、上記飼料又はフード製品中に存在するアルデヒド又はケトンで水性溶
液に溶解する水溶性の有機亜硫酸塩を生成するために、上記飼料又はフード製品を上記水
性亜硫酸水素塩溶液に接触させることを含み、上記方法はさらに上記溶液から上記飼料又
はフード製品を分離する段階を含む請求項３～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　上記飼料又はフード製品を分離した後、有機亜硫酸塩を対応するアルデヒド又はケトン
に転換して戻し、かつ、上記亜硫酸水素塩溶液を再生するために、上記水性溶液を酸化す
る段階、及び、水性溶液中に存在するアルデヒド又はケトンを上記水性溶液から分離する
段階をさらに含む請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　さらに、約０．０１～約１０００ｐｐｍの上記飼料又はフード製品中の酸化防止剤濃度
を提供するのに効果的な量の飼料又はフード用の酸化防止剤を上記飼料又はフード製品に
添加する段階を含み、該酸化防止剤が、エトキシキン、ＢＨＡ、ＢＨＴ、プロピルガラー
ト、トコフェロール及びローズマリー抽出物からなる群から選ばれる請求項１～８のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　上記飼料又はフード製品が、飼料用又はフード用の上記不飽和脂肪酸を含有する生の食
肉又は食肉副産物を含み、上記食肉又は食肉副産物が、牛肉、豚肉、羊肉、子羊肉、鶏肉
、カモ肉、マグロ、サケ、コイ、白身魚及びエビから得られる食肉又は食肉副産物からな
る群から選ばれる請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　上記飼料又はフード製品が、上記不飽和脂肪酸を含有する動物性又は植物性の脂肪又は
油を含む請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　上記方法が連続工程である請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　上記動物性脂肪が、上記亜硫酸水素陰イオン源との混合物中で上記製品に塗布される請
求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　関連する出願の相互参照
　本出願は、米国特許法第１１９条（ｅ）に基づき、２００５年６月１７日提出の米国仮
出願番号第６０／６９２，０３５号の優先権を主張し、その開示を参照によってここに組
み入れる。
【０００２】
　　発明の背景
　本発明は、全般に酸化された脂肪又は油を含む家畜用飼料又はペットフード製品の旨味
を改善する方法に関する。特に、本発明は、飼料又はフード製品を亜硫酸水素陰イオン源
で混合するか又は被覆することにより、酸化されてアルデヒド及びケトンを生成する不飽
和脂肪酸を含む家畜用飼料及びペットフード製品の旨味の改善に関する。
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【背景技術】
【０００３】
　動物飼料製造業者及びペットフード製造業者は、低い製造コストで、分解及び細菌汚染
に対する耐性と高い栄養価を組み合わせた食品を提供することを長い間渇望してきた。加
えて、動物飼料及びペットフード製造業者は、低コストで実現できる高度の旨味を強く望
んでいる。
【０００４】
　飼料用の肉及び食肉副産物、動物性脂肪、油及び植物油などの原料の使用は、家畜用飼
料及びペット用フード製品の製造では一般的である。貯蔵条件、時間、温度などはすべて
、最終製品の安定性並びに飼料及びペットフードとしての最終的な値打ちに悪影響を及ぼ
す。このことは、酸化されやすい物質中で十分な抗酸化剤を使用しないという習慣によっ
て急速に進行する。
【０００５】
　高品質のペットフード製品の人気は、この産業分野においてより良い品質の配合成分の
消費を促し、より劣った品質の配合成分を低価格の食品及び飼料製品の製造業者に適正な
コストで入手可能にした。低価格の成分は、典型的には、美味しくないものであり、旨味
に反して働く酸化作用の結果としての臭気と風味を含む。まずさ（ｎｅｇａｔｉｖｅ　ｐ
ａｌａｔａｂｉｌｉｔｙ　ｖａｌｕｅ）の程度は、バッチからバッチへと変化する。
【０００６】
　食肉、油及び脂肪原材料の栄養価は、決定的な要素であるが、旨味もそうである。製品
酸化は、栄養価に悪影響があるずっと前に、旨味に重大な影響を与えることがある。ペッ
トは特に食べ物の好みが激しく変わりやすい。
【０００７】
　酸敗臭として知られる状態は、栄養価に悪影響があるずっと前に、脂肪及び油を含有す
る家畜用飼料及びペットフードの原料の旨味に悪影響を与えることがある。食肉及び食肉
副産物中の酸敗臭は、動物性脂肪、油及び植物油中におけると同様に、結果として旨味を
非常に損なう化合物を生成する、自然に進行する酸化過程の結果である。その影響は、旨
味を増加する成分の適用によっては軽減されない。研究では、試料が腐敗臭のある脂肪又
は油成分を含む場合には、旨味増加成分を含有するドッグフードの試料に最初は引き寄せ
られた犬が、近くでの検分では拒絶した。
【０００８】
　特に、不飽和脂肪酸の酸化は、アルコール類の部分的酸化生成物であるヘキサナール生
成に主に寄与する。これらのアルコール類は、不飽和多価脂肪及び油の自然酸化によって
生じる。これは、過酸化物の生成によって検出でき、過酸化物価（ＰＶ）の測定を通じて
評価できるプロセスである。
【０００９】
　通常の酸化の過程では、不飽和脂肪酸の不飽和の炭素－炭素結合が酸素に攻撃され、過
酸化物を形成する。過酸化物は、いくつか追加の段階を経て、最終的に様々な鎖長さのア
ルデヒド及びケトンを生じる。重要なアルデヒドには、ペンタナール、ヘキサナール及び
ヘプタナールが挙げられる。特に関心のあるアルデヒドはヘキサナールであり、犬及び猫
を含む多くの動物に好まれない食味（ｐａｌａｔａｎｔ）である風味化合物としてよく知
られている。
【００１０】
　現在のところ、不飽和脂肪酸を含む飼料及び食品用の原料は、例え栄養価が損なわれて
いなくても、アルデヒド及びケトンが旨味に影響を与えるのに十分な濃度になれば、廃棄
されなければならない。そうしなければ、取引業者の間でよくない評判を得る最終生成物
となるリスクがある。したがって、仮に望ましくないアルデヒド及びケトンを除去するこ
とのできる手段が手に入れば、そうでなければ廃棄されたであろう栄養になる原料を使用
することができ、かなりの額のコスト削減を実現できる。
【００１１】
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　ペンタナール、ヘキサナール及びヘプタナールのようなアルデヒドを形成する不飽和脂
肪酸の酸化は、人が消費する食料品の配合及び製造においても問題となる。一つの例は、
食べ物をその中で揚げる調理用油である。調理用油は望ましくないアルデヒド及びケトン
を生じて急速に酸化し、風味及び他の感覚を刺激する特性を損なうことにより旨味に悪影
響を及ぼす。市販食品の製造業者及び飲食店はそのために頻繁に調理用油を交換しなけれ
ばならない。なぜならば、一般消費者に通常受け入れられない食品となるには十分な濃度
の、少量のアルデヒド及びケトンが生成するからである。調理用油を再生利用する手段が
手に入れば、相当なコスト削減が可能になる。
【００１２】
　したがって、酸化不飽和脂肪酸からアルデヒド及びケトンを取り除くことのできる方法
が必要とされている。
【発明の開示】
【００１３】
　　発明の概要
　この必要性は、本発明によって満たされる。アルデヒド及びケトンを亜硫酸水素塩と共
に有機亜硫酸塩に転換する十分記載された経路が、酸化不飽和脂肪酸を含有する家畜用飼
料及びペットフード製品中の揮発性のアルデヒド及びケトンを不揮発性の有機亜硫酸塩に
転換することに適用でき、それにより、家畜用飼料及びペットフード製品の旨味を改善す
るための主要なハードルを乗り越えられることを発見した。
【００１４】
　したがって、本発明の一態様によれば、基本組成物が酸化されてアルデヒド又はケトン
を生成する不飽和脂肪酸を含有する家畜用飼料又はペットフード製品の旨味を改善する方
法が提供され、ここで、基本組成物は、存在するどのようなアルデヒド又はケトンも水溶
性の有機亜硫酸塩に形成するために、亜硫酸水素陰イオン源に接触させる。有機亜硫酸塩
は、水性条件下で、発生し得る亜硫酸水素陰イオンから、例えば、水中でのメタ亜硫酸水
素塩種の溶解により生ずる。よって、亜硫酸水素陰イオン源は乾燥したメタ亜硫酸水素塩
種及び亜硫酸水素塩が水和した水性亜硫酸水素塩溶液を含む。
【００１５】
　したがって、亜硫酸水素陰イオンは、乾燥したメタ亜硫酸水素塩種を水分を含有する基
本組成物に加えることにより供給されてもよいし、又は水性亜硫酸水素塩溶液を乾燥した
又は水分を含有する基本組成物に接触させてもよい。典型的には、メタ亜塩硫酸水素塩種
は、亜硫酸水素陰イオンが生成するのに十分な水が基本組成物中に存在するときに、乾燥
した状態で基本組成物に加えるか、塗布することができる。もし水が不十分であれば、水
性亜硫酸水素塩溶液は、典型的には押出し粒（ｋｉｂｂｌｅ）に塗布されるか添加される
。
【００１６】
　溶液は水分を含有する基本組成物にも添加するか塗布することができるが、これは、そ
のような製品から過剰な水分を乾燥させることに伴うエネルギーコストの故に、望ましく
ない。本発明による方法は、バッチ工程又は連続工程で実施することができる。
【００１７】
　本発明のこの態様の一実施の形態によれば、基本組成物が乾燥又は半乾燥粒を形成する
ために押出しされる際、粒押出しの前後いずれでも、基本組成物は亜硫酸水素陰イオン源
に接触させてよい。基本組成物を粒押出しの後で亜硫酸水素陰イオン源に接触させるとき
は、水性亜硫酸水素塩溶液を粒表面に塗布する。本発明のこの態様の別の実施の形態によ
れば、旨味増加成分が、基本組成物を亜硫酸水素塩溶液に接触させる前後いずれでも、粒
表面に塗布される。
【００１８】
　ペットフードの製品が調理された湿潤製品であるときには、調理に先立って又はその後
に基本組成物を亜硫酸水素陰イオン源に接触させてよい。調理に先立つ接触は、生産効率
の点から好ましい。したがって、本発明のこの態様の別の実施の形態によれば、酸化され
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てアルデヒド又はケトンを生成する不飽和脂肪酸を含有する調理済み湿潤ペットフード製
品の旨味を改善する方法が提供され、フード製品は、存在しているどのようなアルデヒド
又はケトンも有機亜硫酸塩に形成するため、調理に先立って亜硫酸水素陰イオン源に接触
させる。典型的には、乾燥したメタ亜硫酸水素塩を湿潤製品に添加する。
【００１９】
　本発明のこの態様の一実施の形態では、原料をフード製品に添加する前に、不飽和脂肪
酸を含有するフード製品原料を処理する。本発明はしたがって、原料をフード製品に添加
する前に、酸化されてアルデヒド又はケトンを生成する不飽和脂肪酸を含有するどのよう
な原料にも亜硫酸水素陰イオン源を調理に先立って接触させることにより、フード製品に
亜硫酸水素陰イオン源を接触させる方法を提供する。
【００２０】
　本発明のこの態様の別の実施の形態では、飼料又はフード製品が使用可能な状態に貯蔵
され、旨味が改善された後に、さらなる酸化に抗して安定化させるために、酸化防止剤を
飼料又はフード製品に添加する。この態様に従う方法は、効果的な量の飼料又はフード用
の酸化防止剤を飼料又はフード製品に加える段階を含む。飼料又はフード用の酸化防止剤
の例としては、エトキシキン、ブチル化ヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）、ブチル化ヒド
ロキシトルエン（ＢＨＴ）、三級ブチルハイドロキノン、トコフェロール、プロピルガラ
ート及びローズマリー抽出物が挙げられる。
【００２１】
　メタ亜硫酸水素塩種としてはどのようなメタ亜硫酸水素塩も使用できるが、メタ亜硫酸
水素アンモニウム、アルカリ金属の亜硫酸水素塩を含むものが好ましく、メタ亜硫酸水素
ナトリウム又はメタ亜硫酸水素カリウムがより好ましく、メタ亜硫酸水素ナトリウムがも
っとも好ましい。水と接触させると、メタ亜硫酸水素塩種はすぐに水性亜硫酸水素陰イオ
ンを生成し、これは存在するどのようなアルデヒド及びケトンとも即座に反応する。アル
デヒド及びケトンは、不揮発性で水に可溶の水溶性有機亜硫酸塩を形成する。したがって
、本発明のこの態様の別の実施の形態では、接触段階で、存在するどのようなアルデヒド
又はケトンも水性溶液に溶解する水溶性の有機亜硫酸塩に生成するために、飼料又はフー
ド製品を亜硫酸水素塩水和物の水性溶液に接触させる方法が提供され、この方法はさらに
飼料又はフード製品を水性溶液から分離する段階を含む。
【００２２】
　この実施の形態によれば、接触段階は一度、又は必要な回数だけ行うことができ、飼料
又はフード製品を使用可能な状態で貯蔵し、旨味を改善する。飼料又はフードを水性溶液
から分離した後は、その後の使用のために乾燥させるか、又は乾燥に先立って、残留して
いる有機亜硫酸塩及び亜硫酸水素塩を取り除くために、一度若しくは繰り返し水で洗浄し
てもよい。
【００２３】
　本発明のこの態様の別の実施の形態では、水性亜硫酸水素塩溶液を再利用する目的で亜
硫酸水素塩を再生するように、水性溶液から有機亜硫酸水素塩を取り除く。この実施の形
態による方法は、飼料又はフード製品をそこから分離した後に、水性溶液を酸化する段階
を含み、有機亜硫酸塩はアルデヒド又はケトン及び亜硫酸水素塩に転換して戻され、アル
デヒド又はケトンは水性亜硫酸水素塩溶液から分離される。アルデヒド又はケトンを分離
した後は、好ましい方法では亜硫酸水素塩溶液を同じ又は異なる品質の飼料又はフード製
品に接触させる。
【００２４】
　本発明の方法はしたがって、原料を家畜用飼料及びペットフード製品として使用するた
め、過度に酸化した食肉、食肉副産物、動物性脂肪、油及び植物油を旨味を改善して使用
できる状態に改良することに使用できる。なぜならば、本発明の方法は、飼料又はフード
製品を安定化させるために酸化防止剤を加える方法も意図しており、本発明の別の態様で
は、分離した第一及び第二の容器のあるキットが提供され、メタ亜塩硫酸水素塩又はその
水性溶液が第一の容器に、一つ以上の飼料又はフード用の酸化防止剤が第二の容器に入る
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。
【００２５】
　ペットフードの製造業者は、脂肪酸が旨味増加剤を遮断するまずい食味（ｎｅｇａｔｉ
ｖｅ　ｐａｌａｔａｎｔｓ）を生成し酸化した原料を使用している場合に、しばしば旨味
の問題を、効果的でない旨味増加剤のせいにする。したがって、本発明の方法は理想的に
は、飼料及びフード製品の製品に旨味増加剤が調合される前に、家畜用飼料及びペットフ
ード製品から酸化脂肪酸を除去するのに使用される。したがって、本発明のキットの態様
による一実施の形態は、ペットフード製品の旨味増加成分の第三の容器を備えるキットで
ある。適当な旨味増加成分は、一つ以上のリン酸塩、ピロリン酸塩又はポリリン酸塩を含
む。
【００２６】
　本発明の方法は、望ましくないアルデヒド及びケトンの不飽和脂肪酸の酸化生成物によ
る旨味への悪影響のない、有機亜硫酸塩を含有する家畜用飼料及びペットフード製品が提
供される。したがって、本発明の別の態様によれば、酸化されてアルデヒド又はケトンを
生成する不飽和脂肪酸を含有する基本組成物を亜硫酸水素陰イオン源に接触させることに
より製造する、押出しの家畜用飼料又はペットフード組成物が提供される。
【００２７】
　基本組成物は、押し出しに先立って、亜硫酸水素陰イオン源に混合されてもよい。そう
でなければ、基本組成物は、押出しの後に亜硫酸水素陰イオン源で被覆されてもよく、好
ましくは、亜硫酸水素塩水和物の水性溶液で、旨味増加成分の適用前後いずれでもよい。
亜硫酸水素陰イオン源を含む水性旨味増加成分も使用できる。したがって、本発明は、亜
硫酸水素陰イオン源を含有する水性旨味増加成分もまた提供する。本発明のこの態様の別
の実施の形態では、基本組成物又は旨味増加成分は飼料又はフード用の酸化防止剤を含む
。
【００２８】
　本発明のその他の特徴は、本発明の原理、それらを実施するためにここで提示する最良
の形態を開示している、以下の記述及び請求の範囲が指し示すであろう。
【００２９】
　図面の簡単な説明
　　図１は、４種の市販の基本的なペットフード製品の過酸化物価に対する亜硫酸水素塩
濃度の影響を示す。
【００３０】
　　図２は、亜硫酸水素塩のヘキサナール付加物の像である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　本発明による方法は、過度に酸化した家畜用飼料及びペットフード製品を亜硫酸水素陰
イオン源に接触させる。このような飼料及びフード製品は、ペンタナール、ヘキサナール
及びヘプタナール、そのうち特にヘキサナールなどの、旨味に悪影響を及ぼすアルデヒド
及びケトンを生成して酸化した不飽和脂肪酸を含む。本発明は、亜硫酸水素塩は脂質の酸
化した鎖を切断する機能を有しているという理解に基づいている。そのことにより、本発
明において過酸化物を攻撃しかつそれをスルホン酸塩に置き換えることができ、したがっ
て過酸化物濃度を引き下げることに使えることを発見するに至った。さらに、亜硫酸水素
塩はシステインのジスルフィド結合を切断し、タンパクを伸ばすことの理解は、それによ
り、亜硫酸水素塩は本発明において重要な酵素に対して使用でき、結果として変性と酵素
の不活性化をもたらすことを発見するに至った。
【００３２】
　飼料及びフード製品は、アルデヒド及びケトンから旨味に悪影響を与えない有機亜硫酸
塩を生成するために、亜硫酸水素陰イオン源に接触させる。本発明の目的のために、亜硫
酸水素陰イオン源との接触は、湿潤又は乾燥飼料又はフード製品の亜硫酸水素塩水和物の
水性溶液への接触により、又は、メタ亜塩硫酸水素塩を溶解し亜硫酸水素陰イオンを生成
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するのに十分な水分と共に、乾燥メタ亜塩硫酸水素塩を飼料又はフード製品に接触させる
ことのいずれかにより起こる。
【００３３】
　家畜用飼料及びペットフード製品は、典型的には、乾燥又は半乾燥の押出しの粒として
形成される。本発明の目的のためには、ペレット又はその他のあらゆる記述用語として参
照されるものを含む、一口大の乾燥又は半乾燥家畜用飼料又はペットフードが、粒として
参照される。接触段階は、押出しに先立って乾燥メタ亜塩硫酸水素塩を、亜硫酸水素陰イ
オンを生成するために、混合又は蒸気中のコンディショニング中に十分な水分にさらされ
る基本組成物に加えることで、又は、存在するアルデヒド又はケトンを有機亜硫酸塩に転
換するために、亜硫酸水素塩水和物の水性溶液を押出し機に加えたり、押出しの後にその
中に浸すように粒の表面に噴霧したりすることで実施してもよい。しかしながら、飼料又
はフードを亜硫酸水素陰イオンと共に水と完全に混合することを可能にするいかなる形態
も本発明と共に使用するのにふさわしく、それは混合又は蒸気中のコンディショニング中
の水性亜硫酸水素塩溶液の添加を含む。しかしながら、亜硫酸水素塩溶液は、過剰な水分
を除くのに必要とされるコストの故に、水分を含有する製品に加えることは好ましくない
。
【００３４】
　本発明の方法は、調理された製品である湿ったドッグフード又はキャットフードなどの
、湿潤ペットフード製品にも適用できる。亜硫酸水素陰イオン源は調理の前又は後に添加
できるが、調理後の添加は実用的でない。なぜなら、湿潤製品は密封された缶を加圧加熱
殺菌する（ｒｅｔｏｒｔ）ことで調理され、亜硫酸水素陰イオン源を添加するために開封
し再度密封する必要があると考えられるからである。したがって、実用性のためには、亜
硫酸水素陰イオン源は調理に先立って加えることになる。
【００３５】
　好ましくは、酸化されてアルデヒド又はケトンを生成する不飽和脂肪酸を含有する原料
成分を、原料をフード製品に加える前に、亜硫酸水素陰イオン源に接触させる。そのよう
な不飽和脂肪酸を含有する原料には、生の食肉、食肉副産物、動物性脂肪、油及び植物油
が含まれる。
【００３６】
　十分な水分と共に製品に加えられる乾燥したメタ亜塩硫酸水素塩としては、アルカリ金
属のメタ亜塩硫酸水素塩が好ましく、ナトリウム又はカリウムのメタ亜塩硫酸水素塩がよ
り好ましい。本発明で用いるのに適当な水性亜硫酸水素塩溶液は、約０．０００１～約２
０重量％の亜硫酸水素塩水和物を含み、その濃度は約１～約９重量％が好ましい。また、
新鮮な溶液の使用が好ましい。
【００３７】
　飼料及びフード製品は、酸化の程度によるが、旨味を増加させられる量の亜硫酸水素陰
イオン源に接触させる。このことは、この分野の通常の技術者が、必要以上の実験をする
ことなく、典型的には飼料又はフード製品の過酸化物価を参照して、容易に決定できる。
その量は、好ましくはフード又は飼料製品を使用可能な状態で貯蔵することのできる量で
ある。本発明の目的のためには、「使用可能な状態」は、家畜又はペットによる製品の消
費に関する購入者の満足度を参照して、消費者の反対なしに市場に出せる製品として定義
される。
【００３８】
　もし使用量が少なすぎれば、接触段階は、望ましい製品が得られるまで繰り返すことが
できる。飼料又はフード製品は、亜硫酸水素塩が化学量論的に等価であるよりもわずかに
少ないかわずかに多いかの間で、効果的となるように亜硫酸水素陰イオン源に接触させる
。化学量論的に等価であるよりわずかに少ないときには、望ましくない製品が依然として
生産される。しかしながら、残りの亜硫酸水素塩も旨味に悪影響を与える。したがって、
化学量論的に過剰などのようなものも、旨味に対する悪影響を過度に生じる濃度で提供さ
れてはならない。このことも、必要以上の実験をすることなく、当業者には容易に決める
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ことができ、典型的には、亜硫酸水素塩の残留分析を参照することによる。
【００３９】
　したがって、好ましい飼料及びフード製品は以下に接触させることにより製造でき、そ
れは乾燥したメタ亜塩硫酸水素塩又は、揮発性のケトン及びアルデヒドの少なくとも９０
重量％を有機亜硫酸塩に転換するのに効果的な量の亜硫酸水素陰イオンを製品に添加する
水性亜硫酸水素塩溶液である。典型的には、約０．０１～約１．２５重量％の亜硫酸水素
塩を飼料又はフード製品に加え、その大部分又は全部が有機亜硫酸塩に転換される。好ま
しくは、約０．１～約０．９重量％の亜硫酸水素塩が製品に添加され、約０．６～約０．
８重量％の量がもっとも好ましい。
【００４０】
　本明細書で参照されるように、乾燥及び半乾燥ペットフードは、一般的に、約５０重量
％以下の水分を有するタンパク質及びデンプン質物質の栄養バランスのとれた混合物に関
する。湿潤ペットフード製品は、一般的に、を５０重量％を超える水分を有するタンパク
質及びデンプン質物質の栄養バランスのとれた混合物に関する。
【００４１】
　湿潤フードでは、タンパク質及びデンプン質物質は、典型的には、ゼラチンなどの親水
コロイドと共に成形される。湿潤フード製品中の肉は、実際の肉又は再形成され乳化され
た肉及びその副産物の大きな塊として供給される。湿潤ペットフードは、親水コロイド及
び調味料から製造される肉汁成分も追加して含んでいてもよく、それ故に、亜硫酸水素塩
は好ましくは食肉成分に添加される。
【００４２】
　ここで説明するペットフード組成物は、特にリストアップした配合成分に限定すること
を意図してはいない。なぜならば、そういう配合成分は、例えば次のような因子に依存す
るからであり、それは特定のペットの種類に要求される栄養バランスや、製造業者に入手
可能な配合成分などである。タンパク質及びデンプン質物質に加えて、ペットフード組成
物は、ビタミン、ミネラル、及び、調味料、保存料、乳化剤、保湿剤などの他の添加剤を
含んでいてもよい。ビタミン、ミネラル、脂肪、タンパク及び炭水化物の相対的な比率を
含む栄養バランスは、獣医学分野で知られている栄養基準量に従って決められる。例えば
、キャットフード組成物の栄養バランスは、猫に必要とされる栄養として知られるものに
従って決められる。
【００４３】
　家畜用飼料は、穀類及び貯蔵牧草成分などに関し、ペットフード製品同様にビタミン、
ミネラル、及び、調味料、保存料、乳化剤、保湿剤などの他の添加剤を含む。ビタミン、
ミネラル、脂肪、タンパク及び炭水化物の相対的な比率を含む栄養バランスは、大きな動
物の獣医学分野で知られている栄養基準量に従って決められる。
【００４４】
　ふさわしいタンパク質物質は、少なくとも約１５重量％のタンパク含有量を有する材料
を含んでいてもよく、それは、大豆、綿実及び落花生などの植物タンパク、カゼイン、ア
ルブミン並びに新鮮な魚肉組織及び新鮮な魚の組織を含む新鮮な動物組織などの動物タン
パク、乾燥した又は粗挽き粉（ｍｅａｌ）の状態にした魚粉、鶏肉粉、食肉粉、骨粉など
を含む。他の種類の適当なタンパク質物質のふさわしいものとしては、小麦グルテン又は
トウモロコシグルテン及びイーストなどの微生物タンパクが含まれる。
【００４５】
　ふさわしいデンプン質物質は、約１５重量％を下回るタンパク含有量を有し、かなりの
比率の小麦デンプン又は炭水化物を含有するどのような物質を含んでいてもよく、それに
は、トウモロコシ、ミロ、アルファルファ、小麦、大麦、米、大豆皮及び低タンパク含有
量の他の穀類などの穀類が含まれる。タンパク質及びデンプン質物質に加えて、他の炭水
化物と共に、乳清及び他の乳製品副産物などの他の物質が加えられてもよい。加えて、例
えば、コーンシロップ又は糖蜜などの公知の調味料が加えられていてもよい。
【００４６】
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　通常、ここで使用される家畜用飼料組成物及びペットフード組成物の語は、市販されて
いる、実質的に家畜及びペットの唯一の食事を提供することを意図した栄養バランスのと
れた組成物に当てはまる。したがって、このような組成物は、家畜及びペットの健康を維
持するのに最少量のタンパク含有量を有するものとして記載され得る。しかしながら、フ
ードの最少量のタンパク含有量は、動物の年齢及び飼育状況によって変化する。
【００４７】
　例えば、繁殖用のメス及び子猫の栄養バランスのとれたキャットフード組成物は、乾燥
した主成分物質の少なくとも約２８重量％の最小タンパク含有量を必要とする。繁殖用で
ない成長した猫の栄養バランスのとれたキャットフード組成物は、乾燥した主成分物質の
約２６重量％の最小タンパク含有量を必要とする。さらに典型的には、市販の成長した繁
殖させない猫用のキャットフード組成物のタンパク含有量は、フードがあらゆる猫の栄養
所要量を満たすことを確実にするために、乾燥した主成分物質の約３０重量％、である。
【００４８】
　例えば、亜硫酸水素陰イオン源を塗布する、この分野でよく知られた乾燥ペットフード
組成物の典型的な調合は、以下のとおりである：
０～７０重量％のトウモロコシ、小麦、大麦又は米などの穀類ベースの粗挽き粉又は粉；
０～３０重量％の鶏肉又は牛肉粉などの動物の副産物の粗挽き粉；
０～２５重量％のトウモロコシグルテン粉；
０～２５重量％の鶏肉又は牛肉組織などの新鮮な動物組織；
０～２５重量％の大豆粗挽き粉又は粉；
０～２５重量％の新鮮な魚組織；
０～２０重量％の魚介類ベースの粗挽き粉；
０～ｌ０重量％の動物性脂肪；
０～１０重量％の高フルクトースのコーンシロップ；
Ｏ～ｌ０重量％の乾燥糖蜜；
０～１．５重量％のリン酸；及び
０～１．５重量％のクエン酸。
【００４９】
　さらに、ビタミン及びミネラルが、アメリカ飼料検査官協会（ＡＡＦＣＯ）のガイドラ
インとして知られるところに従って加えられる。ＡＡＦＣＯのデータは、炭酸カルシウム
、塩化カリウム、塩化ナトリウム、塩化コリン、タウリン、酸化亜鉛、硫酸第一鉄、ビタ
ミンＥ、ビタミンＡ、ビタミンＢ１２、ビタミンＤ３、リボフラビン、ナイアシン、パン
トテン酸カルシウム、ビオチン、硝酸チアミン、硫酸銅、葉酸及びピロキシジンを含む。
【００５０】
　家畜用飼料は、典型的には、反芻によって食物となる植物原料から製造され、それらは
マメ科の干し草、牧草の干し草、トウモロコシサイレージ、牧草サイレージ、マメ科植物
のサイレージ、トウモロコシ粒、大麦、オーツ麦、蒸留かす、ビールかす、大豆粗挽き粉
及び綿実粗挽き粉である。亜硫酸水素陰イオン源を塗布する、この分野でよく知られた乾
燥家畜用フード組成物の典型的な調合は、以下のとおりである：
０～７０重量％のトウモロコシ、小麦、大麦又は米などの穀類ベースの粗挽き粉又は粉；
０～３０重量％の鶏肉粉又は牛肉粉などの動物副生産物の粗挽き粉；
０～２５重量％のトウモロコシグルテン粗挽き粉；
０～２５重量％の大豆粗挽き粉又は粉；
０～２０重量％の魚介類ベースの粗挽き粉；
０～１０重量％の動物性脂肪；
０～１０重量％の高フルクトースのコーンシロップ；
０～１０重量％の乾燥糖蜜；
０～１．５重量％のリン酸；及び
０～１．５重量％のクエン酸。
【００５１】
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　乾燥及び半乾燥家畜用飼料及びペットフードは、様々な方法で製造することができる。
商業ベースで広く使用されているそのような方法の一つは、調理－押出し法である。調理
－押出し法では、乾燥した配合成分をまず、混合物を成形するために、合わせて混合する
。この混合物は、押出しを可能にするために十分に湿った所である、蒸気コンディショナ
ーに運ばれる。混合物は次いで調理／押出し機に投入され、そこで上昇した温度と圧力で
短時間調理され、その後金型を通って装置の外に押し出される。金型は製品を特定の形状
に押出す。
【００５２】
　製品の個々の小片は、製品の押出しの流れの終点で、定期的に切断することで作られる
。個々の小片又は粒は、熱した空気乾燥機で乾燥させる。通常は、製造物は水分が１５％
未満になるまで、好ましくは水分が９～１２％になるまで乾燥する。最終的な粒状物（ｐ
ｅｂｂｌｅｓ）又は粒は（ｋｉｂｂｌｅｓ）、基本飼料又はフード組成物で構成される。
【００５３】
　乾燥及び半乾燥ペットフード組成物については、乾燥した粒子又は小片はその後バルク
コンベヤーでコーティングドラムに移送され、動物性脂肪を噴霧される。例えば、クエン
酸又はリン酸のような他の液体が代わりに小片に塗布されてもよく、動物性脂肪に加えて
塗布されてもよく、その間又はその後、典型的には旨味増加剤の被覆が塗布される。
【００５４】
　そのコーティングは連続層である必要はないが、好ましくは均一であるのがよい。脂肪
が冷えた後、もし脂肪の被覆がなければ、製品が混合される間、旨味増加剤は乾燥粉末若
しくは液体として、又は両方で、適用されてもよい。液体の旨味増加剤は典型的には噴霧
され、一方、乾燥旨味増加剤は典型的には、好ましくは粒子又は小片により均一に塗布す
るためにメッシュスクリーンを通して、はたきつける。そうでなければ、旨味増加剤は脂
肪と混合することもでき、同時に塗布することもできる。均一な被膜を実現するために、
多重の被膜にしてもよいことに注意されたい。
【００５５】
　押出し製品では、亜硫酸水素陰イオン源は、押出しの前に、家畜用飼料又はペットフー
ド配合成分に、乾燥したメタ亜塩硫酸水素塩を混合又は蒸気中のコンディショニング中に
配合に加えることにより、又は水性亜硫酸水素塩溶液を調理／押出し機に加えることによ
り、接触させてもよい。水性亜硫酸水素塩溶液を押出しされた粒子又は小片に塗布しても
よい。ペットフード製品では、粒子又は小片を、アルデヒド又はケトンと接触する亜硫酸
水素塩の能力を妨げる可能性のある、動物性脂肪で覆う前に、水性溶液を塗布してもよい
。
【００５６】
　肉汁ベースの湿潤ペットフード製品は、食肉、食肉様物質又は食肉副産物を挽き、その
後、低圧押出しにより挽いた混合物をそれらを調理する蒸気トンネルで成形することによ
って製造される。小麦デンプン及び結合剤が次いで添加され、その後混合物は小片に切り
分けられ、水又は肉汁と混合され、缶に密閉され、ハイドロスタット、連続加圧加熱殺菌
装置（ｒｅｔｏｒｔ）又は回転かくはん加圧加熱殺菌装置（ｓｔｅｒｉｔｏｒｔ）で調理
される。
【００５７】
　肉汁ベースの湿潤ペットフード製品は、食肉、食肉様物質又は食肉副産物を柔らかくし
、柔らかくした材料を水、小麦デンプン及び結合剤と共に再成形することにより製造され
る。混合物は、その後缶に密封され、ハイドロスタット、連続加圧加熱殺菌装置（又は回
転かくはん加圧加熱殺菌装置で調理される。
【００５８】
　半湿潤製品は、食肉、食肉様物質又は食肉副産物を柔らかくし混合し、混合物を下調理
し、その後、水分を保持するために製品をグリセロール、ポリソルベート、トゥイーン、
スパンなどの保湿剤と混合することにより、製造される。得られた混合物は成形され、缶
又はパウチに入れられ、加圧加熱殺菌するか、又は圧縮成型し調理するか、又はパウチ中
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で加圧加熱殺菌する。
【００５９】
　本発明の目的のためには、食肉及び食肉副産物は、動物種及び魚種由来の食肉及び食肉
副産物を含むものとして定義される。本発明の方法により旨味を改善することのできる動
物の食肉及び食肉副産物の例としては、これらに限定はされないが、牛肉、豚肉、羊肉又
は子羊肉、鶏肉、鴨肉、など由来の食肉及び食肉副産物が含まれる。使用することのでき
る魚肉製品及び魚肉副産物の例には、これらに限定はされないが、マグロ、サケ、コイ、
白身魚、エビなど由来の製品及び副産物が含まれる。
【００６０】
　本発明により旨味を改善することのできる不飽和の動物性脂肪、油及び植物油の例には
、獣脂、鶏の脂肪及びラードのような動物性脂肪、キャノーラ油、ひまわり油、サフラワ
ー油、綿実油、キャノーラ油、亜麻仁油、大豆油、オリーブ油、トウモロコシ油などの植
物油、及びそれらの副産物が含まれる。動物性の油の例には、メンハーデン、ニシン、サ
バ、カプラン、テラピア、マグロ、イワシ、サンマ、オキアミ、サケ、カタクチイワシ、
ガンギエイ、クジラ、アザラシ、カニ、エビ、ロブスター、ウナギ、軟体動物など由来の
魚油及びそれらの副産物が含まれる。植物油は、藻類、コンブなどの海産の植物由来の油
も含む。
【００６１】
　本発明による好ましい方法では、有害なアルデヒド及びケトンの続く生成を遅らせるた
めに、一つ以上の飼料又はフード用の酸化防止剤を飼料又はフード製品に加える。ふさわ
しい酸化防止剤は、これらに限定はされないが、エトキシキン、ＢＨＡ、ＢＨＴ、第三級
ブチルハイドロキノン、プロピルガラート、トコフェロール、ローズマリー抽出物などを
含む。約．０１～約１０００ｐｐｍの量を使用する必要がある。
【００６２】
　本発明の方法は、アルデヒド又はケトンから生成した有機亜硫酸塩を水性溶液に溶解さ
せるために、家畜用飼料又はペットフード製品を水性亜硫酸水素塩溶液で洗浄する方法も
含み、その後飼料又はフードは水性溶液から分離される。回収された原料は、場合によっ
ては、残りの有機亜硫酸塩及び亜硫酸水素塩を取り除くために水で洗浄される。
【００６３】
　使用可能な原料を得る前に、一回以上このプロセスを繰り返す必要がある場合もあり、
その後家畜用飼料又はペットフード製品に調合する前に乾燥する。本発明の方法の実施の
形態は、乾燥、半乾燥及び湿潤ペットフード製品を含む、家畜用飼料又はペットフードに
必須のものとして使用することを意図した、不飽和脂肪酸を含有する酸化原料の旨味を改
善するために使用することができる。
【００６４】
　飼料又はフードが水性溶液から除かれた後、水性溶液は、アルデヒド又はケトン及び亜
硫酸水素塩を再生するために、従来の手段で酸化してもよい。再生されたアルデヒド又は
ケトンは、水性溶液から、水性溶液をエーテルで洗浄するなど、従来の溶媒抽出技術によ
り分離してもよい。
【００６５】
　再生された亜硫酸水素塩溶液は、原料と同量で二度目に洗浄するか、又は原料の新しい
量で洗浄するために、その後再使用することができる。再生された溶液は、一連のバッチ
工程、又は再生された亜硫酸水素塩溶液が原料の一定供給に連続して運ばれる連続工程で
使用することができる。連続工程では、水又は亜硫酸水素塩が、必要な一定の溶液濃度を
保つために、定期的に補充されてもよい。
【００６６】
　本発明は、飼料又はフード用の酸化防止剤及びメタ亜塩硫酸水素塩種又は水性亜硫酸水
素塩溶液が組み合わせて分配される別々の容器のある、キットの組み合わせも意図してい
る。これは発明の目的である、過度に酸化された製品を使用可能な状態に改良し、それに
より旨味を改善し、一つ以上の酸化防止剤の添加により最終製造物を安定化させることを
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促進する。
【００６７】
　好ましいキットは、独立の容器に第一の成分として、ペットフード製品用の旨味増加成
分を有する。三容器のキットの目的は、有害なアルデヒド及びケトンを酸化された原料か
ら取り除き、原料が旨味増加成分と調合される前に原料をさらなる酸化に対して安定化さ
せるために、メタ亜塩硫酸水素塩及び酸化防止剤を旨味増加成分と共に分配することであ
る。
【００６８】
　好ましい旨味増加成分は、一つ以上の旨味を増加する化合物を含み、その例としては、
ピロリン酸並びにそのナトリウム、カリウム、カルシウム及びマグネシウム塩、リン酸並
びにそのナトリウム、カリウム、カルシウム及びマグネシウム塩、トリポリリン酸のナト
リウム、カリウム、カルシウム及びマグネシウム塩、ヘキサポリリン酸のカリウム、カル
シウム及びマグネシウム塩、又はクエン酸、酒石酸、フマル酸、乳酸、酢酸、ギ酸並びに
ヘクサミン酸などの有機酸、並びにそれらのナトリウム、カリウム、カルシウム及びマグ
ネシウム塩が挙げられる。ふさわしい旨味増加成分の例としては、２００５年５月１９日
公開の米国特許出願公開第２００５／０１０６２８５号に開示のものがあり、その開示は
参照によりここに組み入れられる。
【００６９】
　本発明は、本発明の方法に従って製造された家畜用飼料及びペットフード製品も含み、
亜硫酸水素塩を伴うアルデヒド及びケトンの反応から得られる有機亜硫酸塩が存在する。
これらの有機亜硫酸塩は、旨味に全く悪影響を与えない。押出しの飼料及びフード組成物
は、押出しの前後両方で、亜硫酸水素塩に接触させたものを含む。好ましい製品は、一つ
以上の酸化防止剤を含有し、旨味増加成分で被覆された製品を含む。
【００７０】
　湿潤ペットフード組成物はまた、好ましくは調理に先立って、亜硫酸水素陰イオン源に
接触させたものを含む。好ましい製品は、そのような原料がフードに加えられる前に、不
飽和脂肪酸を含有する原料を亜硫酸水素陰イオン源に接触させることにより、亜硫酸水素
陰イオン源に接触させる。他の好ましい製品は、一つ以上の酸化防止剤を含有する製品及
び旨味増加成分を含有する製品を含む。
【００７１】
　本発明は、亜硫酸水素陰イオン源を含有するペットフード製品用の旨味増加成分を含み
、その応用としては、存在しているいかなる揮発性のケトン及びアルデヒドも不揮発性の
有機亜硫酸塩に転換すること、かつ旨味増加成分を供給することの両方である。旨味の増
加のさらなる改善が得られるが、それはそうでなければ旨味増加剤の効果を損なう、まず
い食味（ｎｅｇａｔｉｖｅ　ｐａｌａｔａｎｔｓ）を除くからである。
【００７２】
　本発明の旨味増加剤は、約０．１～８０重量％の一つ以上の旨味を増加する化合物を含
み、その例は上に列挙されている。旨味を増加する化合物の濃度は、約５～約５０重量％
が好ましく、約１０～約３５重量％の濃度がより好ましく、約１５～約３０重量％からさ
らに好ましい。
【００７３】
　旨味増加剤は、一つ以上の旨味増加化合物が最終ペットフード製品の約０．０１～約５
．０重量％を構成するように、調合され適用される。好ましくは、旨味増加剤は、一つ以
上の旨味を増加する化合物が最終ペットフードの約０．０５～約２．０重量％を構成する
ように調合され、より好ましくは約０．１～約１．０重量％、さらに好ましくは約０．２
５～約０．７５重量％である。
【００７４】
　本発明による好ましい旨味増加剤は、約０．０１％～約２０重量％の亜硫酸水素陰イオ
ン源を含み、約１～約９重量％の濃度がより好ましい。好ましくは、旨味増加剤は、亜硫
酸水素塩の約０．０１～約１．２５重量％がフード製品に加えられる、乾燥メタ亜塩硫酸
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水素塩又は水性亜硫酸水素塩溶液の量で調合され、その後その大部分又は全部が有機亜硫
酸塩に転換される。好ましくは、亜硫酸水素塩の約０．０１～約０．２重量％がフードに
加えられ、約０．０２５～約０．１５重量％が最も好ましい。
【００７５】
　本発明に従う好ましい旨味増加剤は、さらに一つ以上の飼料又はフード用の酸化防止剤
を含有し、その例は上に列挙されており、さらなるアルデヒド及びケトン生成に対して製
品を安定化させるのに十分な濃度の酸化防止剤と共にフード製品を供給するために効果的
な濃度で含有する。旨味増加成分中、約０．０１～２．５重量％の濃度を使用することが
必要であり、約０．１～約１．０重量％の濃度が好ましい。好ましくは、旨味増加剤は、
約０．０１～約１０００ｐｐｍの酸化防止剤がフード製品に添加される、酸化防止剤の量
が調合される。
【００７６】
　本発明による好ましい旨味増加剤中には、一つ以上の生産物又は副産物の約５～約９９
重量％を含有する旨味増加剤があり、一つ以上の製造物又は副産物は、上記の食肉製品、
食肉副産物、食肉様製品、乳製品及び乳製品副産物から選択される。使用できる乳製品及
び乳製品副産物の例には、これらに限定はされないが、チーズ、乳タンパク、乳清などに
由来する製品又は副産物が含まれる。
【００７７】
　単独で又は組み合わせで提供される好ましい生産物又は副産物には、牛肉及び鶏肉の生
産物又は副産物が含まれる。魚肉製品及び副産物は同様に好ましい。生産物又は副産物濃
度は約２０～約７０重量％が好ましい。
【００７８】
　本発明による同じ又は他の好ましい旨味増加剤中には、一つ以上のアミノ酸約０．０１
～約１０重量％を含有する旨味増加剤がある。使用できるアミノ酸の例には、これらに限
定はされないが、アラニン、グリシン、システインなどが含まれる。単独で又は組み合わ
せで提供される好ましいアミノ酸には、グリシン、Ｌ－アラニンなどが含まれる。アミノ
酸濃度は、約０．１～約４．０重量％が好ましい。
【００７９】
　本発明による同じ又は他の好ましい旨味増加剤は、一つ以上の微生物又は植物タンパク
の約５～約７０重量％を含有する旨味増加剤である。使用できる微生物タンパクの例には
、これらに限定はされないが、ビール酵母、パン酵母などが含まれる。使用できる植物タ
ンパクには、これらに限定はされないが、トウモロコシグルテン、大豆タンパク、大豆粉
、加水分解植物タンパク（ＨＶＰ）などが含まれる。微生物又は植物タンパク濃度は約１
０～約４０重量％が好ましい。
【００８０】
　本発明による同じ又は他の好ましい旨味増加剤中には、一つ以上の炭水化物の約０．０
１～約５０重量％を含有する旨味増加剤である。使用できる炭水化物には、これらに限定
はされないが、グルコース、キシロース、フルクトース、デンプン加水分解物などが含ま
れる。炭水化物濃度は約１０～約３０重量％が好ましい。
【００８１】
　好ましい調合の一例は、約１０～約４０重量％の固形分の一つ以上の旨味を増加する化
合物；　約３０～約６０重量％の一つ以上の、動物性製品、動物性副産物、魚肉製品、魚
肉副産物、乳製品及び乳製品副産物から選択される製品又は副産物；　約２５～約３５重
量％の一つ以上の微生物タンパク源；　約１～約９重量％の亜硫酸水素塩；　約０．１～
約１．０重量％の一つ以上の酸化防止剤；　約２～約４重量％の一つ以上のアミノ酸；　
及び約０．５～約６０重量％の一つ以上の炭水化物を有する。
【００８２】
　乾燥状態の調合は、約９６重量％の固形量を有する。液状での調合は、総固形量が約３
０重量％に低くなるよう水で希釈してよく、好ましくは、スプレー噴霧に適当な粘度とレ
オロジーとを得るために、約５０重量％以下の固形量である。
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【００８３】
　水分量は、水性亜硫酸水素塩溶液のような、水分を含有する又は液体成分により供給す
ることができ、その量は、製品の固形量を保つために、よく知られた技術により選択され
る。本発明による液状での調合では、ｐＨは約２～約９である。好ましい液状の調合では
、ｐＨは約２～約３である。
【００８４】
　本発明による液状の旨味増加剤調合のために、例えば、混合機中で市販の液体配合成分
を組み合わせてもよい。液状配合成分は、スラリーになるまですり潰すか又は乳化し、液
状配合成分が一緒に混ぜ合わさる。タンパクの加水分解のために、市販のプロテアーゼを
スラリーに添加してもよく、後に加熱、酸、又は他の方法により不活性化する。ソルビン
酸などの保存料も同様に添加することができる。スプレー噴霧がしやすくなるよう粘度及
びスラリーの固形量を調節するために、水が加えられる。液状の旨味増加剤は、均一な被
膜を実現し乾燥を可能にするように、製品上に噴霧される。
【００８５】
　旨味増加剤の乾燥状態の調合は、本発明の一実施の形態により準備されるが、それは市
販の乾燥配合成分を混合し、バッチミキサー中に所望の比率で旨味増加化合物、乾燥メタ
亜塩硫酸水素塩、アミノ酸、無機塩及び有機物質を含み、乾燥に先立って均一に混合され
る。
【００８６】
　乾燥状態の実施の形態によれば、液状及び乾燥配合成分は、均一な混合物が形成される
まで、ミキサーで、全部又はいくつかの乾燥配合成分と共に液状配合成分を混合すること
により、混ぜ合わせる。混合物は蒸発又は凍結乾燥により乾燥し、例えば、さらに残りの
乾燥配合成分と均一な混合物を形成するまでタンブラー中で混合される、乾燥した、粉末
状製品を形成する。
【００８７】
　本発明の方法は、酸化され又は加熱処理された、使用済み揚げ油、他の油及び脂肪製品
を再生することにも適用できる。油又は液状の脂肪は、遊離脂肪酸を石鹸に転換し油から
取り除くために、初めにＮａＯＨ又はＫＯＨなどの強塩基に接触させる。得られた液体は
その後メタ亜塩硫酸水素塩種に、アルデヒド及びケトンを除くために接触させる。好まし
い方法においては、塩基とメタ亜塩硫酸水素塩種は、油又は液状の脂肪を順次通過させる
不活性な支持材上で隔離される。
【００８８】
　以下の、これらに限定されない実施例の記載は、特定の発明の態様を具体的に説明する
。これらの実施例は、範囲を狭めるものではなく、むしろ好ましい実施形態を例示するも
のである。部及びパーセントは、特に記載しない限り全て重量基準であり、全ての温度は
セ氏温度である。
【実施例】
【００８９】
　実施例１～９：　水性ＮａＨＳＯ３溶液を用いたチキンミールの処理
　高酸化された水分含有量４．８３重量％の混ぜ物のないチキンミールは、大手飼料製造
業者から購入した。それらの最も酸化された品揃えを特別に要請した。酸化の程度は、臭
気の採取、過酸化物価、及びヘキサナール分析により確認した。試料は、環境温度（２５
℃）、チキンミール試料２００ｇに対して亜硫酸水素塩溶液５０ｍＬの割合で、ベークラ
イト製の蓋を有する褐色ガラスの試料瓶中で処理した。亜硫酸水素塩濃度は、０～９重量
％／ｖｏｌで変化させた。亜硫酸水素塩なしの水試料５０ｍＬをコントロールとして、水
分変動が旨味に及ぼす影響を除くために使用した。褐色ガラスは、漂白効果の潜在的な原
因であるＵＶ光を避けるために使用した。
【００９０】
　試料は、０、５、１５、３０及び６０分の回収物を、回転テーブル上で回転させた。集
めた試料は、すぐに凍結し、分析のために保持した。分析は、瓶の頭部空間についてＧＣ
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並びにＭＳ同定及び定量を行った。コントロールに対する３％、４％及び６％の亜硫酸水
素塩の処理の結果は表１に示されている。
【００９１】
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【表１】

【００９２】
　３％、４％及び６％試料中、ヘキサナールの平均還元率は、それぞれ７１．７％、８４
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【００９３】
　　実施例１０～１２：　水性ＮａＨＳＯ３溶液による粒（ｋｉｂｂｌｅ）の処理
　古くなった市販の粒を購入した。粒は、栄養学的観点からは典型的なものであるが、高
度に酸化されていた。粒は、大部分は穀類ベースであるが、豚肉、鶏肉副産物並びに多種
の動物性及び植物性脂肪も含んでいた。過酸化物価は、試料が酸化していて処理が必要で
あることを確認するために測定した。
【００９４】
　粒は、粒１００ｇを濃度０～９重量％／ｖｏｌの亜硫酸水素塩溶液１０ｍＬで処理した
以外は、実施例１～９と同様に処理した。コントロールに対する亜硫酸水素塩処理の結果
を表２に示す。
【００９５】
【表２】

【００９６】
　３種類の濃度全ては、ヘキサナール濃度が、相当に還元されたことを示した。
【００９７】
　　実施例１３～１６：　過酸化物価の測定
　四種類の市販の粒の銘柄を購入し、実施例１０～１２と同様にして、濃度３～９重量％
／ｖｏｌの亜硫酸水素塩で処理した。過酸化物価を測定した結果が図１に示されており、
これは亜硫酸水素塩処理の最適濃度範囲を表している。
【００９８】
　　実施例１７～２０：　酸化した粒の処理後の犬による旨味試験
　処理後の粒の旨味を、標準二種ボウル法（ｔｗｏ　ｂｏｗｌ　ｍｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙ
）を用いて測定した。実施例１０～１２の処理後の粒を、水処理されたコントロールに対
して評価した。パネル試験は、最低でも２０の動物で構成した。試験の時間間隔は、１日
又は２日であり、消費比率（ＣＲ）及び最初の選択（ＦＣ）を測定した。結果は両側Ｓｔ
ｕｄｅｎｔ－Ｔ　検定により分析し、表３に示す。
【００９９】
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【表３】

【０１００】
　犬は、亜硫酸水素塩処理した粒に著しい嗜好性を示し、亜硫酸水素塩濃度が増加するに
つれて嗜好性も増加した。
【０１０１】
　　実施例２１～２３：　新鮮な配合成分で作られた粒の処理後の旨味試験
　比較として、実施例１８の旨味試験を、社内で新鮮な配合成分から準備した粒を用いて
、犬で繰り返した。３～７重量％／ｖｏｌの亜硫酸水素塩で処理した粒は、水処理後のコ
ントロールに対して評価した。結果は表４に示す。
【０１０２】
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【表４】

【０１０３】
　粒には実質的な旨味の問題は何もないため、犬は亜硫酸水素塩処理した材料に嗜好性を
示さなかった。
【０１０４】
　　実施例２４～２８：　酸化したチキンミール処理後の犬による旨味試験
　実施例２１～２３と同様の新鮮な犬用粒を古くなったチキンミールで覆い、亜硫酸水素
塩で（実施例１～９と同様にして）処理するか又は処理をしなかった。処理していない古
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くなったチキンミールを用いた粒の旨味を、処理後の古くなったチキンミールに対して測
定した。被覆した試料の旨味は、実施例１７～２０の標準二種ボウル法を用いて犬で評価
した。結果は表５に示す。
【０１０５】
【表５】

【０１０６】
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　犬は、古いチキンミールで覆った処理していない粒に対して、亜硫酸水素塩溶液処理し
た古いチキンミールで覆った粒に嗜好性を示した。
【０１０７】
　　実施例２９～３４：　酸化防止剤を添加しないチキンミールの犬による旨味試験
　押出しに先立って、市販のベースの調合を酸化防止剤を添加しないチキンミールを含む
ように変更した。変更したベースの調合は次いで、メタ亜塩硫酸水素ナトリウム塩を乾燥
又は液体で加えて、旨味試験のための粒を押出しをした。全ての試料は、亜硫酸水素塩を
全く加えていないコントロール試料と比較して、旨味への亜硫酸水素塩の明確な効果を示
した。結果を表６に示す。
【０１０８】
【表６】

【０１０９】
　　実施例３５～３８：　酸化した粒の処理後の猫による旨味試験
　古くなりかつ高度に酸化された市販の猫用粒を購入し、実施例１０～１２と同様に処理
した。処理後の粒は、実施例１７～２０と同様にして、水処理したコントロールに対して
、猫を用いて評価した。犬の試験の場合と同様に、旨味は、標準二種ボウル法を用いて測
定した。結果を表７に示す。
【０１１０】
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【表７】

【０１１１】
　猫は、亜硫酸水素塩処理した粒に著しい嗜好性を示した。これらの実施例は、旨味増加
成分を添加して、亜硫酸水素塩処理した粒及び水処理したコントロール双方について繰り
返した。すると、処理した試料への嗜好性が再度示された。
【０１１２】
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　　実施例３９～４２：　酸化したチキンミールの処理後の猫による旨味試験　
　実施例３９～４２では、社内で新しく準備した猫用粒を、未処理の及び亜硫酸水素塩処
理したチキンミールで覆って繰り返した。被覆した試料の旨味は、実施例２４～２８と同
様にして、猫による実施例１７～２０における標準二種ボウル法を使用して評価した。結
果は表８に示す。
【０１１３】
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【表８】

【０１１４】
　猫は、未処理のチキンミール及び旨味増加成分で覆った粒に比較して、旨味増加成分及
び亜硫酸水素塩処理したチキンミールで覆った粒に対して嗜好性を示した。
【０１１５】
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　市販の湿潤キャットフードの調合を、９重量％／ｖｏｌ及び１５重量％／ｖｏｌの濃度
の亜硫酸水素塩で処理し、実施例３９～４２におけると同様に猫を用いて評価した。処理
後の組成物に対する嗜好性が再度示された。
【０１１６】
　実施例４３～４７：　酸化防止剤を添加しないチキンミールの猫による旨味試験
　押出しに先立って、市販のベースの調合を、酸化防止剤無添加のチキンミールを含むよ
うに変更した。変更したベースの調合はその後、実施例２９～３１と同様の旨味試験のた
め、乾燥したメタ亜塩硫酸水素ナトリウム塩を添加して押出し、粒を成形した。表９に示
した結果は、亜硫酸水素塩を全く加えていないコントロール試料と比較して、亜硫酸水素
塩の旨味に対する大幅な効果を表している。
【０１１７】
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【０１１８】
　実施例４３～４６で使用した粒試料は、初めに水分、タンパク、脂肪、灰分、及びＰＶ
を分析した。これらの分析結果は、表１０に掲載する。
【０１１９】
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【０１２０】
　実施例４３～４６で使用した試料のアルデヒド濃度も調査した。コントロールに対する
亜硫酸水素塩処理の結果は、表１１に示した。
【０１２１】

【表１１】

【０１２２】
　　実施例４７～５２：　様々な香料を使用した保存試料の猫による旨味試験
　実施例４３～４６の猫用ベースを様々な香料と共に調合し、３個月保存し、その後追加
の旨味試験を行った。結果は表１２に示す。
【０１２３】
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【表１２】

【０１２４】
　　実施例５３～５５：　亜硫酸ナトリウムを含有する保存試料の猫による旨味試験
　実施例５５～５５で使用した猫用ベースは、様々な香料と共に調合し少し時間をおいた
。実施例５４の香料（ｆｌａｖｏｒａｎｔ）は、亜硫酸ナトリウムも含んでいた。結果を
表１３に示す。
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【０１２５】
【表１３】

【０１２６】
　上記は、粒の様々な濃度の亜硫酸水素塩の表面塗布で得られた肯定的な結果を示してい
る。亜硫酸水素塩は、製品の貯蔵寿命を延ばすことも分かった。肯定的な結果は、乾燥メ
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タ亜塩硫酸水素塩を他の乾燥粒配合成分と、粒の調理－押出しに先立って、混合すること
によっても得られる。
【０１２７】
　　実施例５６～６４：　亜硫酸水素塩処理した塊状（缶）の製品の猫による旨味試験
　塊状の缶詰に成形されたキャットフード製品は、連続する水中ハイドロスタットプロセ
スにより（ｓｕｂｍｅｒｇｅｄ　ｈｙｄｒｏｓｔａｔ　ｐｒｏｃｅｓｓ）、製品を製造す
るために調理及び滅菌に十分な温度と圧力で、市販製品の設備で市販品の規模で、典型的
なキャットフードの缶詰を準備した。
【０１２８】
　２重量％のメタ亜塩硫酸水素ナトリウムを含有する亜硫酸水素塩の組成物を、試験のた
めにキャットフード製造業者に送った。市販の湿潤キャットフードの調合物は、キャット
フード製造業者により、量を変化させた亜硫酸水素塩組成物で処理され、猫で評価された
。処理後の組成物は、亜硫酸水素塩組成物を全く含まないコントロール試料に比較して、
好まれるか又は同等であった。結果は表１４に掲載する。
【０１２９】
【表１４】

【０１３０】
　　実施例６５～６９：　高水分の亜硫酸水素塩で改質した粒の調査
　犬用粒の押出し試験中、亜硫酸水素塩で改質した粒の試料いくつかを、押出しの段階で
集めた。試料は、気密性のよい容器中に室温で約５カ月保管した。５ヶ月後、試料を目視
で観察したところ、容器は５ヶ月間気密性が保たれていたため、その試料のいくつかはカ
ビが生えていなかった。この結果は、残っていた未反応の亜硫酸水素塩により作り出され
た還元雰囲気による影響と思われる。これらカビの生えていない試料は、水分含有量及び
水活性を試験した。亜硫酸水素塩を添加することで、気密容器中の高水分の試料は、表１
５に掲載した条件下でカビ生成から保護された。
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【０１３１】
【表１５】

【０１３２】
　上述した本発明の様々な実施の形態から、本発明の目的が達成されることは明白である
。本発明は詳細に記述し描写したが、図面及び実施例のみによっても同じことが意図され
、そのことによっては限定されないことをはっきり理解すべきである。したがって、本発
明の思想及び範囲は、添付の請求の範囲の要件によってのみ限定されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】図１は、４種の市販の基本的なペットフード製品の過酸化物価に対する亜硫酸水
素塩濃度の影響を示す。
【図２】図２は、亜硫酸水素塩のヘキサナール付加物の像である。
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